
  

 

 
 

横浜市空家無料相談会の開催について 

 

持ち家の今後が不安な方や、相続したお家の管理にお困りの方を対象に、「空家無料相談

会～専門家があなたの住まいのお悩みを解決します！～」を開催します。 

  

【概要】 

日時 ： 令和４年１月 17日（月） 13：00～17：00 

会場 ： 横浜市旭区鶴ケ峰 1-2−8 アーバン 128 ビル 3階 

※相鉄線「鶴ヶ峰」駅北口下車徒歩５分 

内容 ： 法律・不動産などの専門家によるセミナーと個別相談 

 

【セミナー】 

各回とも定員 12名（予約先着順） 

① 13：30～14：00 弁護士による相続セミナー（神奈川県弁護士会） 

② 14：30～15：00 相続してはいけない不動産とは (全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部） 

③ 15：30～16：00 建物管理のポイント (横浜市建築士事務所協会） 

④ 16：30～17：00 上手な空家の活かし方・貸方(横浜プランナーズネットワーク) 

 

【個別相談】 

定員 32組、1 組 30分まで（予約先着順） 

相続、不動産、土地建物の評価、建物の耐震性、地域活用、税金等について、各分野の

専門家に相談ができます。 

 

【申込】 

期間 ： 令和３年 12月 13日（月）から令和４年１月 10日（月）まで 

    ※ただし、土日祝日及び 12月 29日～１月３日は、電話申込みはできません。 

方法 ： ①電子申請サービス（アクセス方法はチラシ参照） 

②電話（671-4121）③FAX （641-2756） 

 

【その他】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご参加にあたっては、マスクの着用などの

ご対応をお願いします。また、今後の動向により、開催中止になる可能性があります。 

 

《事務連絡先》 

横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

横浜市建築局住宅部住宅政策課 田中、小澤、高宮 

電話 045-671-4121 FAX 045-641-2756 
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用などのご対応をお願いします。
なお、今後の動向により、開催中止になる可能性があること、あらかじめご了承ください。

空 家 無 料 相談会

専門家があなたの住まいの

お悩みを解決します！

主催 横浜市建築局住宅政策課 旭区区政推進課

協力 神奈川県弁護士会 (公社)全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部 （一社）神奈川県不動産鑑定士協会

(一社)横浜市建築士事務所協会 東京地方税理士会 (特非)横浜プランナーズネットワーク

予約受付方法

1. 横浜市電子申請サービス

（以下のURLまたは

右のQRコードからアクセス）
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?id=1632794346343

2. 電話 045-671-4121

（横浜市建築局住宅政策課 受付時間 8:45～17:15）

3. FAX 045-641-2756
（横浜市建築局住宅政策課

裏面申込書に記入し送信してください）

弁護士による相続セミナー 13:30～14:00

講師：神奈川県弁護士会 平島 慶子氏

相続してはいけない不動産とは 14:30～15:00

講師：全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部 志村 孝次氏

建物管理のポイント 15:30～16:00

講師：横浜市建築士事務所協会 田中 行弘氏

上手な空家の活かし方・貸方 16:30～17:00

講師：横浜プランナーズネットワーク 谷口 和豊氏

まずは専門家の話をじっくり聞いてみたい方

空家セミナー
各回とも定員12名（予約先着順）

協力団体の専門家と

個別相談（30分間）が可能です。

裏面からご希望の時間帯を

お選びください。

相談できる内容

相続、不動産、土地建物の評価、

建物の耐震性、地域活用、税金 等

具体的な相談にのってほしい！という方

個別相談
定員32組（予約先着順）

✔相続で苦労をかけたくないので、今のうちに不動産を整理しておきたい！

✔思い出の詰まった家なので手放したくないが、空家になったらどう管理・活用すれば良いの？

✔親から相続した家を売りたい、貸したい！

無料・
予約制

予約受付期間

令和３年12月1３日 (月)～令和４年１月10日(月)

※ただし、土日祝日及び12月29日～１月３日は、電話での

受付はできません。

１/17（月）13:00〜17:00

会場 横浜市旭区鶴ケ峰 1 -2−8
アーバン 1 2 8ビル 3階

相鉄線「鶴ヶ峰」駅北口下車徒歩５分

令和４年

会場：横浜市旭区鶴ケ峰1-2−8 アーバン128ビル3階

日時：

アーバン128ビル
（３階）



ふりがな 電話

氏名 FAX

住所 ※区名まで 空家
所在地

※区名または市区町村名まで

※個別相談とセミナーの両方の申込も可能です。
※申込のあと数日内に、参加可否とご参加いただく時間をご連絡いたします。

希望講座 □に✔を入れてください。複数参加も可能です。

□ 13：30～14：00 弁護士による相続セミナー(神奈川県弁護士会)
□ 14：30～15：00 相続してはいけない不動産とは（全日不動産協会神奈川県本部横浜支部）
□ 15：30～16：00 建物管理のポイント(横浜市建築士事務所協会)
□ 16：30～17：00 上手な空家の活かし方・貸方(横浜プランナーズネットワーク)

希望時間 □に✔を入れてください。相談時間は一組30分以内です。

【第１希望】 □13:00 □13:30 □14:00 □14:30 □15:00 □15:30 □16:00 □16:30
【第２希望】 □13:00 □13:30 □14:00 □14:30 □15:00 □15:30 □16:00 □16:30
【第３希望】 □13:00 □13:30 □14:00 □14:30 □15:00 □15:30 □16:00 □16:30

相談内容 □に✔を入れてください。(4)は内容を簡単にご記入ください。

(1) 相談内容
□相続 □不動産 □土地建物の評価 □建物の耐震性 □税金 □地域活用

(2) 住宅の所有者（※空家でなくても相談可能です）
□相談者本人 □親族 □その他 ( )

(3) 空家になった時期（ ）

(4) 具体的な相談内容をお書きください

(5) 相談したい専門家団体(相談内容に応じて適切な専門家を案内する場合もあります）
□神奈川県弁護士会 □ (公社)全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部
□（一社）神奈川県不動産鑑定士協会 □ (一社)横浜市建築士事務所協会
□東京地方税理士会 □ (特非)横浜プランナーズネットワーク

※個人情報は本事業以外に利用いたしません。







発行：横浜市建築局住宅政策課 電話：045‐671‐4121 発行日：令和３年11月

横浜市 空家対策
空家対策のホームページ

専門家が住まいに関する
お悩みを解説します！

セミナー内容詳細
は裏面へ⇒⇒⇒



セミナーMENU

◎親が亡くなる前に考えることは？
→神奈川県弁護士会【親が亡くなったら起こること】
→神奈川県司法書士会【相続登記の義務化について】

◎空家を使って何かしたいけど、どうすれば？
→神奈川県行政書士会【親の住宅の活かし方】
→横浜プランナーズネットワーク
【地域貢献を目的とした空家活用の事例紹介】

◎家を売りたいけどよく分からない！
→神奈川県宅地建物取引業協会【親の住宅を売却するときの注意点】

◎家は相続しない方が良い時がある…ホント？
→全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部
【相続してはいけない親の家】

◎家の「境界」ってそんなに大切なの？
→神奈川県土地家屋調査士会【不動産の終活について】

◎今の家の「価値」っていくら？
→神奈川県不動産鑑定士協会【不動産の利活用と評価ポイント】

◎家の耐震ってなんなの？
→横浜市建築士事務所協会【住まいの管理と耐震診断】

◎相続したときの税金って…なに？
→東京地方税理士会【相続に関する税金の基礎知識】

◎家に出てくるアブナイ生き物なんているの？
→神奈川県ペストコントロール協会【住宅に出没する有害生物とは】
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